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(57)【要約】
【課題】呼び出し要求に応じて、呼び出し応答者がより
効率的な対応を取ることを可能にする。
【解決手段】被測定者の生体活動に関する身体データを
取得する身体データ取得部と、前記身体データの中から
、少なくとも１つの重要データを選択する身体データ処
理部と、少なくとも１つ以上の第１の端末からの呼び出
し要求に応じて、前記重要データを少なくとも含む通知
情報を、少なくとも１つ以上の第２の端末に送信する送
信部と、を備えることを特徴とする、情報処理装置が提
供される。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被測定者の生体活動に関する身体データを取得する身体データ取得部と、
　前記身体データの中から、少なくとも１つの重要データを選択する身体データ処理部と
、
　１つ以上の第１の端末からの呼び出し要求に応じて、前記重要データを含む通知情報を
、１つ以上の第２の端末に送信する送信部と、
を備える
ことを特徴とする、情報処理装置。
【請求項２】
　前記身体データの過去の履歴に関する情報である履歴情報を記憶するデータ記憶部、
を更に備え、
　前記身体データ処理部は、前記履歴情報に基づいて、被測定者の異常な状態を示す前記
重要データを選択する
ことを特徴とする、請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記身体データ処理部は、前記身体データが前記被測定者ごとに整理されたモニタリン
グデータを作成し、
　前記通知情報は、前記モニタリングデータを更に含む
ことを特徴とする、請求項１又は２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記モニタリングデータは、前記第１の端末を特定するための端末ＩＤ情報を更に含み
、
　前記身体データ処理部は、前記端末ＩＤ情報を利用して、前記呼び出し要求を行った前
記第１の端末に関連付けられた前記モニタリングデータに基づいて、前記重要データを選
択する
ことを特徴とする、請求項３に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記身体データ処理部は、前記履歴情報から算出される前記身体データの平均値及び分
散値に少なくとも基づいて、前記重要データを選択する
ことを特徴とする、請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記呼び出し要求に応じて、前記重要データに関する情報を少なくとも表示する表示部
を更に備える
ことを特徴とする、請求項１～５のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記第１の端末からの前記呼び出し要求に応じて、前記第２の端末及び前記情報処理装
置の少なくともいずれかと前記第１の端末とを通話可能に接続する通話制御部
を更に備える
ことを特徴とする、請求項１～６のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記身体データ取得部は、複数の被測定者に関する、複数の測定項目の身体データを取
得する
ことを特徴とする、請求項１～７のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項９】
　被測定者の生体活動に関する身体データを取得する身体データ取得部と、
　１つ以上の第１の端末からの呼び出し要求に応じて、前記身体データを含む通知情報を
、１つ以上の第２の端末に送信する送信部と、
を備えることを特徴とする、情報処理装置。
【請求項１０】
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　前記身体データの中から、少なくとも１つの重要データを選択する身体データ処理部、
を更に備え、
　前記通知情報は、前記重要データを含む、
ことを特徴とする、請求項９に記載の情報処理装置。
【請求項１１】
　前記身体データの過去の履歴に関する情報である履歴情報を記憶するデータ記憶部、
を更に備え、
　前記身体データ処理部は、前記履歴情報に基づいて、被測定者の異常な状態を示す前記
重要データを選択する、
ことを特徴とする、請求項１０に記載の情報処理装置。
【請求項１２】
　被測定者の生体活動に関する身体データを測定する１つ以上の測定機器と、
　前記身体データを取得する身体データ取得部と、前記身体データの中から、少なくとも
１つの重要データを選択する身体データ処理部と、を有する統合サーバと、
　前記統合サーバに対して呼び出し要求を送信する１つ以上の第１の端末と、
　前記統合サーバから、前記重要データを少なくとも含む通知情報を受信する第２の端末
と、
を備え、
　前記統合サーバは、前記呼び出し要求に応じて、前記通知情報を、１つ以上の前記第２
の端末に送信する送信部、を更に有する
ことを特徴とするナースコールシステム。
【請求項１３】
　被測定者の生体活動に関する身体データを取得するステップと、
　前記身体データの中から、少なくとも１つの重要データを選択するステップと、
　１つ以上の第１の端末からの呼び出し要求に応じて、前記重要データを含む通知情報を
、１つ以上の第２の端末に送信するステップと、
を含む、ナースコール方法。
【請求項１４】
　コンピュータに、
　被測定者の生体活動に関する身体データを取得する手順と、
　前記身体データの中から、少なくとも１つの重要データを選択する手順と、
　１つ以上の第１の端末からの呼び出し要求に応じて、前記重要データを含む通知情報を
、１つ以上の第２の端末に送信する手順と、
を実行させるためのプログラム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置、ナースコールシステム、ナースコール方法及びプログラムに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　医療機関においては、一般的に、病床の患者からの呼び出し要求を看護師に伝達するた
めの、いわゆるナースコールシステムやナースコール装置が普及している。例えば、特許
文献１には、患者からの呼び出し要求に応じて、患者が呼び出し要求を行った患者用子機
の子機番号情報及び患者名情報が、ナースステーションに設置されたナースコール親機及
び看護師用の子機に送信される、ナースコール装置が開示されている。
【０００３】
　一方、近年、患者（被測定者）の生体情報に関する測定データを監視（モニタリング）
する技術の開発が盛んに行われている。例えば、特許文献２には、電波を放射し、その反
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射波を受信する電波センサによって、居住者（被測定者）又は動物（ペット）の動き、呼
吸数及び心拍数を測定する技術が開示されている。また、例えば、特許文献３には、患者
の身体に取り付けられる携帯型測定機器とワイヤレス通信システムとによって、患者の身
体上の測定因子（測定データ）をモニタリングすることが可能な、ワイヤレス通信ネット
ワークが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－２４７２１８号公報
【特許文献２】特開２０１０－６６８７７号公報
【特許文献３】特表２０１１－５０４１１５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　近年、看護師の人員不足に起因して、より少ない人数の看護師で多くの患者をケアする
必要性が生じている。従って、看護師には、患者からの呼び出し要求があった場合に、よ
り効率的な対応を取ることが求められていた。
【０００６】
　そこで、本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、本発明の目的とするところ
は、呼び出し要求に応じて、呼び出し応答者がより効率的な対応を取ることが可能な、新
規かつ改良された情報処理装置、ナースコールシステム、ナースコール方法及びプログラ
ムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明のある観点によれば、被測定者の生体活動に関する
身体データを取得する身体データ取得部と、前記身体データの中から、少なくとも１つの
重要データを選択する身体データ処理部と、１つ以上の第１の端末からの呼び出し要求に
応じて、前記重要データを含む通知情報を、１つ以上の第２の端末に送信する送信部と、
を備えることを特徴とする、情報処理装置が提供される。
【０００８】
　また、前記情報処理装置は、前記身体データの過去の履歴に関する情報である履歴情報
を記憶するデータ記憶部、を更に備え、前記身体データ処理部は、前記履歴情報に基づい
て、被測定者の異常な状態を示す前記重要データを選択してもよい。
【０００９】
　また、前記身体データ処理部は、前記身体データが前記被測定者ごとに整理されたモニ
タリングデータを作成し、前記通知情報は、前記モニタリングデータを更に含んでもよい
。
【００１０】
　また、前記モニタリングデータは、前記第１の端末を特定するための端末ＩＤ情報を更
に含み、前記身体データ処理部は、前記端末ＩＤ情報を利用して、前記呼び出し要求を行
った前記第１の端末に関連付けられた前記モニタリングデータに基づいて、前記重要デー
タを選択してもよい。
【００１１】
　また、前記身体データ処理部は、前記履歴情報から算出される前記身体データの平均値
及び分散値に少なくとも基づいて、前記重要データを選択してもよい。
【００１２】
　また、前記情報処理装置は、前記呼び出し要求に応じて、前記重要データに関する情報
を少なくとも表示する表示部を更に備えてもよい。
【００１３】
　また、前記情報処理装置は、前記第１の端末からの前記呼び出し要求に応じて、前記第
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２の端末及び前記情報処理装置の少なくともいずれかと前記第１の端末とを通話可能に接
続する通話制御部を更に備えてもよい。
【００１４】
　また、前記身体データ取得部は、複数の被測定者に関する、複数の測定項目の身体デー
タを取得してもよい。
【００１５】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、被測定者の生体活動に
関する身体データを取得する身体データ取得部と、１つ以上の第１の端末からの呼び出し
要求に応じて、前記身体データを含む通知情報を、１つ以上の第２の端末に送信する送信
部と、を備えることを特徴とする、情報処理装置が提供される。
【００１６】
　また、前記情報処理装置は、前記身体データの中から、少なくとも１つの重要データを
選択する身体データ処理部、を更に備え、前記通知情報は、前記重要データを含んでもよ
い。
【００１７】
　また、前記情報処理装置は、前記身体データの過去の履歴に関する情報である履歴情報
を記憶するデータ記憶部、を更に備え、前記身体データ処理部は、前記履歴情報に基づい
て、被測定者の異常な状態を示す前記重要データを選択してもよい。
【００１８】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、被測定者の生体活動に
関する身体データを測定する１つ以上の測定機器と、前記身体データを取得する身体デー
タ取得部と、前記身体データの中から、少なくとも１つの重要データを選択する身体デー
タ処理部と、を有する統合サーバと、前記統合サーバに対して呼び出し要求を送信する１
つ以上の第１の端末と、前記統合サーバから、前記重要データを少なくとも含む通知情報
を受信する第２の端末と、を備え、前記統合サーバは、前記呼び出し要求に応じて、前記
通知情報を、１つ以上の前記第２の端末に送信する送信部、を更に有することを特徴とす
る、ナースコールシステムが提供される。
【００１９】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、被測定者の生体活動に
関する身体データを取得するステップと、前記身体データの中から、少なくとも１つの重
要データを選択するステップと、１つ以上の第１の端末からの呼び出し要求に応じて、前
記重要データを含む通知情報を、１つ以上の第２の端末に送信するステップと、を含む、
ナースコール方法が提供される。
【００２０】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、コンピュータに、被測
定者の生体活動に関する身体データを取得する手順と、前記身体データの中から、少なく
とも１つの重要データを選択する手順と、１つ以上の第１の端末からの呼び出し要求に応
じて、前記重要データを含む通知情報を、１つ以上の第２の端末に送信する手順と、を実
行させるためのプログラムが提供される。
【発明の効果】
【００２１】
　以上説明したように本発明によれば、呼び出し要求があった場合に、より多くの情報を
呼び出し応答者に提供することができる。従って、呼び出し要求に応じて、呼び出し応答
者がより効率的な対応を取ることが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の一実施形態に係るナースコールシステムの構成例を示す機能ブロック図
である。
【図２】本実施形態に係る統合サーバの構成例を示す機能ブロック図である。
【図３】本実施形態に係る接触センサ情報の一例を示す表である。
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【図４】本実施形態に係る非接触センサ情報の一例を示す表である。
【図５Ａ】本実施形態に係るモニタリングデータの一例を示す表である。
【図５Ｂ】本実施形態に係るモニタリングデータの一例を示す表である。
【図５Ｃ】本実施形態に係るモニタリングデータの一例を示す表である。
【図５Ｄ】本実施形態に係るモニタリングデータの一例を示す表である。
【図６】本実施形態に係る看護師用子機の表示画面の一例を示す概略図である。
【図７】本実施形態に係る統合サーバの通常時の情報処理手順を示すフロー図である。
【図８】本実施形態に係る統合サーバの呼び出し時の情報処理手順を示すフロー図である
。
【図９】本実施形態に係る統合サーバのハードウェア構成の構成例を示す機能ブロック図
である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００２４】
　＜１．ナースコールシステムの構成＞
　まず、図１を参照して、本発明の一実施形態に係るナースコールシステムの機能及び構
成について説明する。図１は、本発明の一実施形態に係るナースコールシステムの構成例
を示す機能ブロック図である。
【００２５】
　図１を参照すると、本実施形態に係るナースコールシステム１は、統合サーバ１０、測
定機器２０、患者用端末３０及び看護師用端末４０を備える。ここで、以下の説明におい
ては、患者のことを被測定者とも呼ぶこととする。
【００２６】
　統合サーバ１０は、ナースコールシステム１を統括的に制御する機能を有するとともに
、患者（被測定者）の生体活動に関する身体データに対して、各種の処理を行う。例えば
、統合サーバ１０は、身体データの中から少なくとも１つの重要データを選択する処理を
行う。また、例えば、統合サーバ１０は、測定機器２０によって測定される身体データを
監視（モニタリング）し、モニタリングデータを作成する。ここで、重要データとは、取
得された身体データの中で、患者の異常な状態を示す、すなわち、測定値が異常であると
判断されるデータのことであってよい。また、モニタリングデータとは、身体データが被
測定者ごとに整理されたものであってよい。モニタリングデータ及び重要データの詳細に
ついては、＜３．身体データ処理部によるデータ処理＞で詳しく説明する。
【００２７】
　また、例えば、統合サーバ１０は、患者用端末３０からの呼び出し要求に応じて、看護
師用端末４０に、呼び出し要求があった旨を通知するための通知情報を送信する。更に、
例えば、統合サーバ１０は、患者用端末３０からの呼び出し要求に対して看護師用端末４
０が応答した場合に、患者用端末３０と看護師用端末４０とを通話可能に接続する。ここ
で、統合サーバ１０のより詳細な機能及び構成については、図２を参照して後で詳しく説
明する。また、以下の説明においては、統合サーバのことを情報処理装置とも呼ぶことと
する。ここで、統合サーバ１０は、上記で記した機能の他に、一般的なナースコールシス
テムにおける、いわゆるナースコール親機が有する各種の機能を更に有していてよい。統
合サーバ１０は、本実施形態に係るナースコールシステムを統括するナースコール親機と
して、例えばナースステーションのような看護師の待機場所に設置される。
【００２８】
　測定機器２０は、患者の生体活動に関する身体データを測定する機能を有する。また、
測定機器２０は、測定した身体データを統合サーバ１０に送信する。ここで、測定機器２
０は、少なくとも１つ以上の接触センサ２１０及び／又は少なくとも１つ以上の非接触セ
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ンサ２２０の集合体を概念的に表すものであり、以下の説明においては、「測定機器２０
」は「少なくとも１つ以上の接触センサ２１０及び／又は少なくとも１つ以上の非接触セ
ンサ２２０」のことを意味してよい。また、以下の説明においては、特に記載がない限り
、「接触センサ２１０」は「少なくとも１つ以上の接触センサ２１０」のことを意味し、
「非接触センサ２２０」は「少なくとも１つ以上の非接触センサ２２０」のことを意味し
てよい。
【００２９】
　測定機器２０によって測定される身体データは、少なくとも１つ以上の測定項目を含ん
でいてよい。例えば、身体データは、患者の呼吸数、心拍数、ＳＰＯ２（動脈血酸素飽和
度）、脈拍数及び血圧値等の各種測定データを含む。ただし、本実施形態に係る身体デー
タはこれらの例に限定されず、患者の生体活動に関する測定データであれば、他の測定項
目の測定データを含んでもよい。例えば、身体データは、患者の体表面温度、心音及び心
電図（心電波形）等に関する情報を含んでいてもよい。
【００３０】
　また、測定機器２０は、上述のように、少なくとも１つ以上の接触センサ２１０及び／
又は少なくとも１つ以上の非接触センサ２２０を含む。接触センサ２１０は、直接又は衣
服の上から患者の体表面に接触した状態で、患者の身体データを測定する機能を有する。
例えば、上記に例示した身体データの中では、接触センサ２１０は、患者のＳＰＯ２、脈
拍数及び血圧値を測定することができる。ここで、接触センサ２１０は、患者に携帯され
た状態で患者の身体データを測定する、携帯型センサであってもよい。
【００３１】
　一方、非接触センサ２２０は、患者と非接触な状態で、患者の身体データを測定する機
能を有する。例えば、非接触センサ２２０は、電波を放射し、その反射波を受信する電波
センサであってよい。非接触センサ２２０は、例えば、上記に例示した身体データの中で
は、患者の呼吸数及び心拍数を測定することができる。
【００３２】
　また、測定機器２０に含まれる接触センサ２１０及び非接触センサ２２０は、それぞれ
、自身を特定するためのＩＤ情報（測定機器ＩＤ情報）を有していてもよい。接触センサ
２１０及び非接触センサ２２０は、統合サーバ１０に身体データを送信する際に、自身の
測定機器ＩＤ情報を同時に送信してもよい。ここで、測定機器ＩＤ情報は、例えば、接触
センサ２１０及び非接触センサ２２０にそれぞれに割り当てられた機器番号である。
【００３３】
　また、測定機器２０が身体データを測定するタイミングは、特に限定されるものではな
く、ユーザによって適宜設定可能であってよい。例えば、測定機器２０は、所定の時間の
周期で、定期的に身体データを測定してもよい。また、ユーザからの要請があったときに
、所望のタイミングで、身体データを測定してもよい。
【００３４】
　ここで、図１においては、測定機器２０が、接触センサ２１０及び非接触センサ２２０
をそれぞれ複数含む構成例について示しているが、本実施形態に係る測定機器２０は、か
かる実施例に限定されない。測定機器２０は、接触センサ２１０及び非接触センサ２２０
のいずれか一方のみを含んでもよく、また、接触センサ２１０又は非接触センサ２２０の
数も１つ又は複数のいずれかであってよい。更に、接触センサ２１０及び非接触センサ２
２０の機能及び構成は特に限定されない。本実施形態に係るナースコールシステム１にお
いては、測定機器２０として、あらゆる公知の測定機器が適用されてよい。例えば、非接
触センサ２２０は、上述した電波センサ以外の他の種類のセンサであってもよい。
【００３５】
　患者用端末３０は、看護師を呼び出すための信号（呼び出し要求）を統合サーバ１０に
送信する機能を有する。ここで、患者用端末３０は、少なくとも１つ以上の患者用子機３
１０の集合体を概念的に表すものであり、以下の説明においては、「患者用端末３０」は
「少なくとも１つ以上の患者用子機３１０」のことを意味してよい。また、以下の説明に
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おいては、特に記載がない限り、「患者用子機３１０」は、「少なくとも１つ以上の患者
用子機３１０」のことを意味してよい。また、以下の説明においては、患者用子機３１０
のことを、第１の端末とも呼ぶこととする。
【００３６】
　患者用子機３１０は、患者の病床に設置され、患者は、例えば急な体調悪化等の緊急時
に、当該患者用子機３１０を操作することにより、呼び出し要求を送信することができる
。また、患者用子機３１０には、それぞれの患者用子機３１０を特定するためのＩＤ情報
（端末ＩＤ情報）が割り当てられていてもよく、患者用子機３１０は、統合サーバ１０に
呼び出し要求を送信する際に、自身の端末ＩＤ情報を同時に送信してもよい。端末ＩＤ情
報は、例えば患者用子機３１０のそれぞれに割り当てられた機器番号であってよい。
【００３７】
　また、患者用子機３１０は、例えば、音声を入力するためのマイクロホン等の構成と、
音声を出力するためのスピーカ等の構成とを備えており、呼び出し要求に応答した後述す
る看護師用子機４１０及び統合サーバ１０と、相互に通話する機能を有する。
【００３８】
　看護師用端末４０は、呼び出し要求に応じて統合サーバから送信される通知情報を受信
する。ここで、看護師用端末４０は、少なくとも１つ以上の看護師用子機４１０の集合体
を概念的に表すものであり、以下の説明においては、「看護師用端末４０」は「少なくと
も１つ以上の看護師用子機４１０」のことを意味してよい。また、以下の説明においては
、特に記載がない限り、「看護師用子機４１０」は、「少なくとも１つ以上の看護師用子
機４１０」のことを意味してよい。また、以下の説明においては、看護師用子機４１０の
ことを、第２の端末とも呼ぶこととする。
【００３９】
　ここで、看護師用子機４１０が受信する通知情報は、統合サーバ１０によって選択され
る重要データを少なくとも含む。また、通知情報は、看護師を呼び出すための呼び出し信
号や、当該重要データに関連する患者に関する情報を更に含む。更に、通知情報は、統合
サーバ１０によって作成されるモニタリングデータを含んでもよい。ここで、重要データ
に関連する患者に関する情報とは、当該重要データに対応する患者を特定するための情報
であり、例えば、当該患者の患者番号、患者名、患者用子機３１０の端末ＩＤ情報、病室
番号及び／又はベッド番号等に関する情報が含まれていてよい。看護師用子機４１０は、
通知情報に含まれる重要データ及び当該重要データに関連する患者に関する情報に基づい
て、どの患者に関する重要データが送信されてきたのかを判断することができる。
【００４０】
　更に、看護師用子機４１０は、受信した通知情報に応答した旨を示す信号（呼び出し応
答）を、統合サーバ１０に送信することができる。また、看護師用子機４１０は、それぞ
れの看護師用子機４１０を特定するためのＩＤ情報、例えば機器番号等を有していてもよ
く、統合サーバ１０に呼び出し応答を送信する際に、自身の当該ＩＤ情報を同時に送信し
てもよい。
【００４１】
　ここで、看護師用子機４１０は、例えば、可搬型の端末であってよく、看護師は、巡回
中に看護師用子機４１０を携帯して持ち歩くことができる。また、看護師用子機４１０は
、ユーザに対して各種の情報を表示するための表示画面を有してもよく、当該表示画面に
、受信した通知情報の中から、重要データに関する情報を少なくとも表示してもよい。ま
た、看護師用子機４１０は、ブザー音やアラーム音等の通知音を出力する機能を有しても
よく、通知情報を受信した際に、その旨を通知音で看護師に通知することができる。
【００４２】
　また、看護師用子機４１０は、例えば、音声を入力するためのマイクロホン等の構成と
、音声を出力するためのスピーカ等の構成とを備えており、呼び出し要求を送信した患者
用子機３１０と、相互に通話する機能を有する。
【００４３】
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　以上、図１を参照して、本発明の一実施形態に係るナースコールシステム１の機能及び
構成について説明した。ここで、本実施形態に係るナースコールシステム１の機能及び構
成は、かかる実施例に限定されない。例えば、図１においては、患者用端末３０及び看護
師用端末４０が、複数の患者用子機３１０及び看護師用子機４１０をそれぞれ含む構成例
について示しているが、患者用子機３１０及び看護師用子機４１０は、それぞれ１つであ
ってもよい。
【００４４】
　また、本実施形態に係る患者用子機３１０及び看護師用子機４１０の機能及び構成は特
に限定されず、本実施形態に係るナースコールシステム１においては、患者用子機３１０
及び看護師用子機４１０として、上記説明した機能を有する限り、公知のあらゆる種類の
装置が適用されてよい。例えば、患者用子機３１０は、上記で示した機能及び構成の他に
、一般的なナースコールシステムにおける、いわゆるナースコール子機が有する各種の機
能及び構成を有していてよい。また、看護師用子機４１０は、ナースコールシステム専用
の子機であってもよいし、一般的な携帯電話やＰＨＳ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｈａｎｄｙ－
ｐｈｏｎｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）端末であってもよい。
【００４５】
　＜２．統合サーバの構成＞
　次に、図２を参照して、本実施形態に係る統合サーバの機能及び構成について説明する
。図２は、本実施形態に係る統合サーバの構成例を示す機能ブロック図である。ここで、
図２に示す測定機器２０、患者用端末３０及び看護師用端末４０の機能及び構成は、図１
に示す測定機器２０、患者用端末３０及び看護師用端末４０の機能及び構成と同様である
ため、ここでは詳細な説明は省略する。
【００４６】
　図２を参照すると、本実施形態に係る統合サーバ１０は、制御部１１０、データ記憶部
１２０、送信部１３０、表示部１４０及び通話接続部１５０を備える。
【００４７】
　制御部１１０は、統合サーバ１０を統合的に制御するとともに、測定機器２０、患者用
端末３０及び看護師用端末４０から統合サーバ１０に送信された各種の情報を処理する機
能を有する。以下、制御部１１０の機能及び構成について詳しく説明する。図２に示すよ
うに、制御部１１０は、身体データ取得部１１１、身体データ処理部１１２、呼び出し要
求取得部１１３、呼び出し応答取得部１１４及び通話制御部１１５を有する。
【００４８】
　身体データ取得部１１１は、測定機器２０から送信された患者の身体データを取得する
。また、身体データ取得部１１１は、身体データと同時に、当該身体データを測定した接
触センサ２１０及び非接触センサ２２０の測定機器ＩＤ情報を取得することができる。身
体データ取得部１１１が身体データ及び測定機器ＩＤ情報を同時に取得することにより、
当該身体データが、どの接触センサ２１０及び非接触センサ２２０によって測定されたも
のであるかが明らかになる。
【００４９】
　また、身体データ取得部１１１は、取得した身体データ及び測定機器ＩＤ情報を、例え
ば互いに関連付けた状態で、データ記憶部１２０に格納する。ここで、データ記憶部１２
０は、身体データの過去の履歴に関する情報を、履歴情報として記憶することができる。
また、身体データ取得部１１１は、取得した身体データ及び測定機器ＩＤ情報を、身体デ
ータ処理部１１２に送信する。
【００５０】
　ここで、身体データ取得部１１１が身体データを取得するタイミングは、特に限定され
るものではなく、ユーザによって適宜設定可能であってよい。例えば、身体データ取得部
１１１は、測定機器２０から所定の時間の周期で、定期的に送信される身体データを取得
してもよい。また、必要に応じて、所望のタイミングで身体データを送信するように、身
体データ取得部１１１から測定機器２０に要求してもよい。
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【００５１】
　身体データ処理部１１２は、身体データ取得部１１１から受信した身体データ、又は、
データ記憶部１２０が記憶している身体データに対して各種の処理を施し、処理した結果
をデータ記憶部１２０に格納する。
【００５２】
　例えば、身体データ処理部１１２は、接触センサ２１０から送信される各種の情報に基
づいて、接触センサ２１０に関する情報がまとめられた接触センサ情報を作成する。ここ
で、接触センサ２１０に関する情報とは、例えば、接触センサ２１０によって測定された
身体データや、接触センサ２１０の測定機器ＩＤ情報等であってよい。
【００５３】
　また、例えば、身体データ処理部１１２は、非接触センサ２２０から送信される各種の
情報に基づいて、非接触センサ２２０に関する情報がまとめられた非接触センサ情報を作
成する。ここで、非接触センサ２２０に関する情報とは、例えば、非接触センサ２２０に
よって測定された身体データや、非接触センサ２２０の測定機器ＩＤ情報等であってよい
。
【００５４】
　更に、身体データ処理部１１２は、接触センサ情報と非接触センサ情報とに基づいて、
身体データが患者ごとに整理されたモニタリングデータを作成する。ここで、モニタリン
グデータとは、例えば、身体データを含む患者に関する各種の情報がまとめられたもので
ある。患者に関する各種の情報とは、身体データ以外に、例えば患者名や、患者に割り当
てられている患者番号、病室番号、ベッド番号等の情報であってよい。モニタリングデー
タは、患者ごとに別々に作成されてもよいし、複数の患者に関する情報がひとつに統合さ
れたものであってもよい。
【００５５】
　身体データ処理部１１２は、作成した接触センサ情報、非接触センサ情報及びモニタリ
ングデータを、データ記憶部１２０に格納する。ここで、データ記憶部１２０に記憶され
る履歴情報は、例えばユーザによって指定された所定の期間の間に取得された身体データ
に基づく接触センサ情報、非接触センサ情報及びモニタリングデータの履歴を含んでもよ
い。
【００５６】
　更に、身体データ処理部１１２は、身体データの中から、少なくとも１つの重要データ
を選択する。ここで、重要データとは、取得した身体データの中で、患者の異常な状態を
示す身体データのことであってよい。例えば、重要データは、過去に測定された身体デー
タの平均値からの変動が最も大きい身体データのことであってよい。
【００５７】
　具体的には、身体データ処理部１１２は、例えば、データ記憶部１２０に記憶された履
歴情報に基づいて、身体データの中から重要データを選択することができる。ここで、身
体データ処理部１１２は、履歴情報に含まれる接触センサ情報、非接触センサ情報又はモ
ニタリングデータの履歴に基づいて、重要データを選択してもよい。また、身体データ処
理部１１２は、患者用端末３０からの呼び出し要求に応じて、呼び出し要求を行った患者
に関する履歴情報に基づいて、重要データを選択してもよい。
【００５８】
　また、身体データ処理部１１２は、作成したモニタリングデータ及び選択した重要デー
タを、送信部１３０に送信する。また、身体データ処理部１１２は、送信部１３０に送信
した情報と同一の情報を、表示部１４０に送信してもよい。
【００５９】
　身体データ処理部１１２が行うこれらの処理については、＜３．身体データ処理部によ
るデータ処理＞で詳しく説明する。
【００６０】
　呼び出し要求取得部１１３は、患者用端末３０から送信された呼び出し要求及び端末Ｉ
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Ｄ情報を取得する。呼び出し要求取得部１１３は、取得した呼び出し要求及び端末ＩＤ情
報を、身体データ処理部１１２及び通話制御部１１５に送信する。
【００６１】
　呼び出し応答取得部１１４は、看護師用端末４０から送信された呼び出し応答及び看護
師用子機４１０を特定するためのＩＤ情報を取得する。呼び出し応答取得部１１４は、取
得した呼び出し応答及び当該ＩＤ情報を、通話制御部１１５に送信する。
【００６２】
　通話制御部１１５は、通話接続部１５０を制御し、患者用端末３０と看護師用端末４０
とを通話可能に接続する。具体的には、通話制御部１１５は、呼び出し要求取得部１１３
から送信される端末ＩＤ情報によって、呼び出し要求を送信した患者用子機３１０を特定
することができる。また、通話制御部１１５は、呼び出し応答取得部１１４から送信され
る看護師用子機４１０を特定するためのＩＤ情報によって、呼び出し応答を送信した看護
師用子機４１０を特定することができる。そして、通話制御部１１５は、呼び出し要求を
送信した患者用子機３１０と、呼び出し応答を送信した看護師用子機４１０とを、通話接
続部１５０を介して通話可能に接続する。
【００６３】
　データ記憶部１２０は、各種のデータを記憶する記憶媒体の一例であり、本実施形態に
おいては、身体データ取得部１１１によって取得された身体データ及び測定機器ＩＤ情報
を記憶する。また、データ記憶部１２０は、身体データ処理部１１２によって行われる各
種の情報に対する処理の結果を記憶する。例えば、データ記憶部１２０は、接触センサ情
報、非接触センサ情報、モニタリングデータ及び重要データを記憶する。
【００６４】
　送信部１３０は、統合サーバ１０から外部の機器に各種のデータを送信する通信機能を
有する。送信部１３０は、患者用端末３０から送信された呼び出し要求に応じて、通知情
報を看護師用端末４０に送信する。ここで、通知情報は、身体データ処理部１１２によっ
て選択された重要データを少なくとも含む。また、通知情報は、看護師を呼び出すための
呼び出し信号や、当該重要データに関連する患者に関する情報を含む。更に、通知情報は
、モニタリングデータを含んでもよい。ここで、送信部１３０は、通知情報を、看護師用
端末４０に含まれる任意の看護師用子機４１０に対して送信してもよい。
【００６５】
　表示部１４０は、各種の情報をユーザに対して視覚的に表示する機能を有する。表示部
１４０は、身体データ処理部１１２から、モニタリングデータ及び重要データを受信し、
少なくとも重要データに関する情報を、例えば、テキスト、表、グラフ等様々な形式で、
表示画面上に表示することができる。
【００６６】
　通話接続部１５０は、複数の機器の間に、当該機器同士を通話可能に接続するための通
話経路（回線）を形成する機能を有する。通話接続部１５０によって通話経路が形成され
た機器同士は、相互に通話可能に接続される。通話接続部１５０は、例えば、任意の患者
用子機３１０と、任意の看護師用子機４１０との間に通話経路を形成することができる。
【００６７】
　以上、図２を参照して、本実施形態に係る統合サーバ１０の機能の一例、特に制御部１
１０の機能の一例について詳細に示した。統合サーバ１０の各構成要素は、汎用的な部材
や回路を用いて構成されていてもよいし、各構成要素の機能に特化したハードウェアによ
り構成されていてもよい。また、制御部１１０については、各構成要素の機能を、ＣＰＵ
（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）等が全て行ってもよい。従って、
本実施形態を実施する時々の技術レベルに応じて、適宜、利用する構成を変更することが
可能である。
【００６８】
　また、図２では明示していないが、統合サーバ１０は、以下の構成を更に備えてもよい
。
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【００６９】
　例えば、統合サーバ１０は、表示部１４０の他にも、患者用子機３１０から呼び出し要
求があった旨をアラーム音や音声やランプ等の通知音で通知するための、通知音出力部を
更に備えてもよい。また、表示部１４０は、患者用子機３１０から呼び出し要求があった
旨を通知するためのランプ等を有してもよい。
【００７０】
　また、統合サーバ１０は、音声を入力するためのマイクロホン等を有する音声入力部と
、音声を出力するためのスピーカ等を有する音声出力部とを更に備えていてもよい。統合
サーバ１０が音声入力部及び音声出力部を有する場合、通話接続部１５０は、統合サーバ
１０と任意の患者用子機３１０と、また、統合サーバ１０と任意の看護師用子機４１０と
の間に通話経路を形成してもよい。
【００７１】
　また、統合サーバ１０は、ユーザが各種の情報を入力するための入力部を更に備えても
よい。ユーザは、入力部を介して各種の命令を統合サーバ１０に入力することにより、身
体データ処理部１２２によって処理された各種の情報、例えば、接触センサ情報、非接触
センサ情報及びモニタリングデータ等を、表示部１４０に表示させ、閲覧することができ
る。また、ユーザは、患者用子機３１０からの呼び出し要求に応じて、入力部を介して、
呼び出し応答を入力することができる。
【００７２】
　統合サーバ１０のハードウェア構成については、＜５．統合サーバのハードウェア構成
＞で詳しく説明する。
【００７３】
　以上、図１及び図２を参照して説明したように、本実施形態に係るナースコールシステ
ム１及び統合サーバ１０によれば、身体データ取得部１１１によって患者の身体データが
取得される。また、身体データ処理部１１２によって、身体データの中から少なくとも１
つの重要データが選択される。更に、送信部１３０が、患者用子機３１０からの呼び出し
要求に応じて、重要データを少なくとも含む通知情報を、看護師用子機４１０に送信する
。従って、患者からの呼び出し要求があった場合に、看護師が、呼び出し応答を送信する
前に、患者の重要データをすぐに確認することができる。よって、患者からの呼び出し要
求に対して、看護師がより効率的な対応を取ることが可能になる。
【００７４】
　また、身体データ処理部１１２によってモニタリングデータが作成され、送信部１３０
が、通知情報として、重要データ及びモニタリングデータを看護師用子機４１０に送信し
てもよい。従って、患者からの呼び出し要求があった場合に、看護師が、重要データだけ
ではなく、患者の他の身体データについても確認することができる。よって、患者からの
呼び出し要求に対して、看護師が患者の状態をより詳しく把握することが可能になる。
【００７５】
　また、看護師用子機４１０に通知情報が送信された場合、例えば、看護師用子機４１０
の表示画面には、呼び出し要求を行った患者に関する重要データが表示されてもよい。従
って、より小型の看護師用子機４１０であって、表示画面の大きさを十分に確保し難い場
合であっても、当該表示画面を有効に活用することができ、看護師が、より効率的に患者
に関する情報を得ることができる。
【００７６】
　＜３．身体データ処理部によるデータ処理＞
　次に、＜２．統合サーバの構成＞で説明した身体データ処理部１１２の機能及び構成に
ついて、より詳しく説明する。
【００７７】
　　［３．１．接触センサ情報の作成］
　まず、身体データ処理部１１２の、接触センサ情報を作成する機能について説明する。
身体データ処理部１１２は、接触センサ２１０から送信される各種の情報に基づいて、接
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触センサ２１０に関する情報がまとめられた接触センサ情報を作成する。具体的には、身
体データ処理部１１２は、患者に関する情報と、接触センサ２１０から送信された身体デ
ータ及び測定機器ＩＤ情報とを関連付けて、接触センサ情報を、例えばリスト（表）の形
式で整理する。このような接触センサ情報の一例を、図３に示す。図３は、接触センサ情
報の一例を示す表である。ここで、図３は、接触センサ２１０が携帯型センサである場合
の接触センサ情報の一例を示している。
【００７８】
　図３を参照すると、接触センサ情報は表の形式に整理されており、例えば「患者ＩＤ」
、「携帯型センサＩＤ」、「測定データ」の各列に、それぞれの情報が入力されている。
ここで、「患者ＩＤ」列は、患者を特定するための患者ＩＤ情報（被測定者ＩＤ情報）が
入力される列であり、図３に示す例では、例えば患者ごとに割り当てられた患者番号が入
力されている。また、「携帯型センサＩＤ」列は、接触センサ２１０の測定機器ＩＤ情報
が入力される列であり、図３に示す例では、例えば、接触センサ２１０の機器番号が入力
されている。更に、「測定データ」列は、接触センサ２１０によって測定された身体デー
タの測定項目が入力される列である。
【００７９】
　接触センサ情報においては、患者と、当該患者に割り当てられた接触センサ２１０と、
当該接触センサ２１０によって測定された身体データに関する情報とが、関連付けられて
整理されている。例えば、図３に示す例では、「患者ＩＤ」が「１３５７９」である患者
が、「携帯型センサＩＤ」が「Ｍ０１」の携帯型センサを所有しており、当該携帯型セン
サによって、「測定データ」として「ＳＰＯ２、脈拍数、血圧値」が測定されていること
が示されている。ここで、図３に示す例では、「測定データ」の列に、測定されている身
体データの測定項目が入力されているが、「測定データ」の列には、各身体データの測定
値が入力されていてもよい。
【００８０】
　ここで、「患者ＩＤ」と「携帯型センサＩＤ」とは、例えば、予め関連付けられた状態
でデータ記憶部１２０に記憶されている。従って、身体データ処理部１１２は、データ記
憶部１２０を参照し、「患者ＩＤ」と「携帯型センサＩＤ」との関係を取得することで、
接触センサ情報を作成することができる。
【００８１】
　身体データ処理部１１２は、作成した接触センサ情報をデータ記憶部１２０に格納する
。ここで、接触センサ情報は、身体データ取得部１１１から新たな身体データが送信され
る度に、身体データ処理部１１２によって更新されてよい。また、データ記憶部１２０は
、所定の期間分の接触センサ情報の過去の履歴を、履歴情報として記憶していてよい。
【００８２】
　　［３．２．非接触センサ情報の作成］
　次に、身体データ処理部１１２の、非接触センサ情報を作成する機能について説明する
。身体データ処理部１１２は、非接触センサ２２０から送信される各種の情報に基づいて
、非接触センサ２２０に関する情報がまとめられた非接触センサ情報を作成する。具体的
には、身体データ処理部１１２は、患者に関する情報と、非接触センサ２２０から送信さ
れた身体データ及び測定機器ＩＤ情報とを関連付けて、非接触センサ情報を、例えばリス
ト（表）の形式で整理する。このような非接触センサ情報の一例を、図４に示す。図４は
、非接触センサ情報の一例を示す表である。ここで、図４は、非接触センサ２２０が電波
センサである場合の非接触センサ情報の一例を示している。
【００８３】
　図４を参照すると、非接触センサ情報は表の形式に整理されており、例えば「患者ＩＤ
」、「患者用子機ＩＤ」、「病室番号」、「ベッド番号」、「電波センサＩＤ」、「測定
データ」の各列に、それぞれの情報が入力されている。ここで、「患者ＩＤ」列に関して
は、図３における「患者ＩＤ」列と同様であるため、詳細な説明は省略する。「患者用子
機ＩＤ」列は、患者用子機３１０を特定するための端末ＩＤ情報が入力される列であり、
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図４に示す例では、例えば患者用子機３１０ごとに割り当てられた機器番号が入力されて
いる。また、「病室番号」列、「ベッド番号」列には、病室を特定するための病室番号、
ベッドを特定するためのベッド番号が、それぞれ入力される。また、「電波センサＩＤ」
列は、非接触センサ２２０の測定機器ＩＤ情報が入力される列であり、図４に示す例では
、例えば、非接触センサ２２０の機器番号が入力されている。更に、「測定データ」列は
、非接触センサ２２０によって測定された身体データの測定項目が入力される列である。
【００８４】
　非接触センサ情報においては、患者と、当該患者に割り当てられた非接触センサ２２０
と、当該非接触センサ２２０によって測定された当該患者の身体データに関する情報とが
、関連付けられて整理されている。例えば、図４に示す例では、「患者ＩＤ」が「２４６
８０」である患者に、「患者用子機ＩＤ」が「８０１－１」である患者用子機３１０と、
「病室番号」が「８０１」である病室の「ベッド番号」が「１」であるベッドが割り当て
られており、「電波センサＩＤ」が「Ｄ０１」の電波センサによって、当該患者の「測定
データ」として「呼吸数、心拍数」が測定されていることが示されている。ここで、図４
に示す例では、「測定データ」の列に、測定されている身体データの測定項目が入力され
ているが、「測定データ」の列には、各身体データの測定値が入力されていてもよい。
【００８５】
　ここで、「患者ＩＤ」、「患者用子機ＩＤ」、「病室番号」、「ベッド番号」及び「電
波センサＩＤ」は、例えば、予め関連付けられた状態でデータ記憶部１２０に記憶されて
いる。従って、身体データ処理部１１２は、データ記憶部１２０を参照し、これら「患者
ＩＤ」、「患者用子機ＩＤ」、「病室番号」、「ベッド番号」及び「電波センサＩＤ」の
関係を取得することで、非接触センサ情報を作成することができる。
【００８６】
　身体データ処理部１１２は、作成した非接触センサ情報をデータ記憶部１２０に格納す
る。ここで、非接触センサ情報は、身体データ取得部１１１から新たな身体データが送信
される度に、身体データ処理部１１２によって更新されてよい。また、データ記憶部１２
０は、所定の期間分の非接触センサ情報の過去の履歴を、履歴情報として記憶していてよ
い。
【００８７】
　以上、図３及び図４を参照して、接触センサ情報及び非接触センサ情報の一例について
説明した。ここで、接触センサ情報及び非接触センサ情報を表す表においては、「測定機
器ＩＤ」列及び「測定データ」列に、空欄が存在してもよい。これは、患者の病状等によ
って、患者ごとに測定される身体データの測定項目が異なることがあり得るからである。
従って、患者によっては、接触センサ２１０及び非接触センサ２２０の両方によって身体
データが測定されている場合もあれば、接触センサ２１０によってのみ又は非接触センサ
２２０によってのみ身体データが測定されている場合もある。各患者に割り当てられる測
定機器２０の種類や、身体データのうちどの測定項目が測定されるかは、患者の病状等を
考慮して、適宜設定されてよい。
【００８８】
　また、上記の説明においては、「患者ＩＤ」及び「携帯型センサＩＤ」、又は「患者Ｉ
Ｄ」、「患者用子機ＩＤ」、「病室番号」、「ベッド番号」及び「電波センサＩＤ」が、
予め関連付けられた状態でデータ記憶部１２０に記憶されている場合について説明したが
、接触センサ情報及び非接触センサ情報を作成する方法は、かかる実施例に限定されない
。例えば、測定機器ＩＤ情報が、自身に割り振られている患者ＩＤ情報や、自身が設置さ
れている場所に関する情報を含んでいてもよい。例えば、接触センサ２１０が携帯型セン
サである場合、接触センサ２１０の測定機器ＩＤ情報は、自身の機器番号に関する情報の
他に、自身を携帯している患者の患者ＩＤ情報を含んでもよい。また、例えば、非接触セ
ンサ２２０が電波センサである場合、非接触センサ２２０の測定機器ＩＤ情報は、自身の
機器番号に関する情報の他に、病室番号やベッド番号等、自身が設置されている場所に関
する情報を含んでもよい。身体データ処理部１２２は、データ記憶部１２０を参照する代
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わりに、測定機器ＩＤ情報に含まれるこれらの情報に基づいて、接触センサ情報及び非接
触センサ情報を作成してもよい。
【００８９】
　　［３．３．モニタリングデータの作成］
　次に、身体データ処理部１１２の、モニタリングデータを作成する機能について説明す
る。身体データ処理部１１２は、接触センサ情報と非接触センサ情報とに基づいて、身体
データが患者ごとに整理されたモニタリングデータを作成する。つまり、モニタリングデ
ータとは、患者に関する各種の情報が統合されたものである。モニタリングデータは、例
えばリスト（表）の形式で整理されていてもよく、患者の氏名、患者ＩＤ、当該患者に割
り当てられている患者用子機３１０の端末ＩＤ情報、当該患者の身体データ等の情報を含
む。
【００９０】
　ここで、このようなモニタリングデータの一例を、図５Ａ～Ｄに示す。図５Ａ～Ｄは、
モニタリングデータの一例を示す表である。ここで、図５Ａ～Ｄにおいては、接触センサ
２１０が携帯型センサであり、非接触センサ２２０が電波センサである場合のモニタリン
グデータの一例を示している。また、図５Ａ～Ｃは、患者ごとに別々に作成されたモニタ
リングデータの一例を示しており、図５Ｄは、複数の患者の情報がひとつに集約されてい
るモニタリングデータの一例を示している。本実施形態に係るモニタリングデータの形式
は特に限定されず、図５Ａ～Ｃに示すように患者ごとに別々に作成されてもよいし、図５
Ｄに示すように複数の患者についてまとめて作成されてもよい。
【００９１】
　図５Ａ～Ｄを参照すると、モニタリングデータは表の形式に整理されており、例えば「
患者ＩＤ」、「患者名」、「患者用子機ＩＤ」、「電波センサ」及び「携帯型センサ」の
各列に、それぞれの情報が入力されている。ここで、「患者ＩＤ」列及び「患者用子機Ｉ
Ｄ」列に関しては、図３又は図４における「患者ＩＤ」列及び「患者用子機ＩＤ」列と同
様であるため、詳細な説明は省略する。「患者名」列には、患者の氏名が入力される。ま
た、「電波センサ」列には、電波センサによって測定された患者の身体データが入力され
る。例えば、図５Ａ～Ｄに示す例では、電波センサによって測定された患者の呼吸数及び
心拍数の測定値が入力されている。また、「携帯型センサ」列には、携帯型センサによっ
て測定された患者の身体データが入力される。例えば、図５Ａ～Ｄに示す例では、携帯型
センサによって測定された患者のＳＰＯ２、脈拍数及び血圧値等の測定値が入力されてい
る。
【００９２】
　モニタリングデータにおいては、患者と、その患者に割り当てられた接触センサ２１０
及び非接触センサ２２０と、当該接触センサ２１０及び非接触センサ２２０によって測定
された身体データに関する情報とが、関連付けられて整理されている。例えば、図５Ｂに
示す例では、「患者ＩＤ」が「１３５７９」である患者は、「患者名」が「遠藤　豆太郎
」であり、「患者用子機ＩＤ」が「１０２－１」である患者用子機３１０が割り当てられ
ており、「電波センサ」によっては身体データが測定されておらず、「携帯型センサ」に
よって「ＳＰＯ２」、「脈拍数」及び「血圧値」が測定されていることが示されている。
【００９３】
　身体データ処理部１１２は、作成したモニタリングデータをデータ記憶部１２０に格納
する。ここで、身体データ処理部１１２は、接触センサ情報及び非接触センサ情報が更新
される度に、モニタリングデータを更新することができる。また、データ記憶部１２０は
、所定の期間分のモニタリングデータの過去の履歴を、履歴情報として記憶することがで
きる。
【００９４】
　更に、身体データ処理部１１２は、データ記憶部１２０に記憶されている履歴情報に基
づいて、各患者の身体データに対して統計的な処理を施すことができる。例えば、身体デ
ータ処理部１１２は、モニタリングデータの履歴に基づいて、各患者の身体データの過去
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の測定データの平均値や分散値を算出することができる。算出された統計値に関する情報
は、例えば、対応するモニタリングデータに付加されて、データ記憶部１２０に記憶され
てよい。ここで、患者の身体データの統計値は、接触センサ情報や非接触センサ情報に基
づいて算出されてもよい。
【００９５】
　　［３．４．重要データの選択］
　次に、身体データ処理部１１２の、重要データを選択する機能について説明する。身体
データ処理部１１２は、身体データの中から少なくとも１つの重要データを選択する。具
体的には、身体データ処理部１１２は、例えば、データ記憶部１２０に記憶された履歴情
報に基づいて、身体データの中から重要データを選択することができる。また、身体デー
タ処理部１１２は、患者用端末３０からの呼び出し要求に応じて、呼び出し要求を行った
患者に関する履歴情報に基づいて、重要データを選択してもよい。以下、身体データ処理
部１１２による重要データの選択処理について具体的に説明する。
【００９６】
　患者用端末３０から送信された呼び出し要求及び端末ＩＤ情報は、呼び出し要求取得部
１１３によって取得された後、身体データ処理部１１２に送信される。身体データ処理部
１１２は、データ記憶部１２０を参照することで、当該受信した端末ＩＤ情報に基づいて
、呼び出し要求を行った患者を特定するとともに、当該患者の身体データに関する情報を
取得することができる。
【００９７】
　ここで、身体データ処理部１１２は、当該患者の身体データに関する情報として、例え
ば、当該患者の最新の身体データ及び当該患者の身体データの過去の履歴から算出された
統計値に関する情報を取得する。身体データ処理部１１２は、当該患者の最新の身体デー
タと、当該患者の身体データの過去の履歴から算出された統計値とに基づいて、重要デー
タを選択することができる。具体的には、身体データ処理部１１２は、当該患者について
測定されている身体データの測定項目ごとに、当該患者の最新の身体データと、当該患者
の過去の身体データの平均値とを比較し、最も変動が認められる身体データの測定項目と
その最新の身体データとを重要データとして選択する。ここで、最新の身体データは、呼
び出し要求が送信された際に、データ記憶部１２０に記憶されている最新の身体データで
あってもよいし、呼び出し要求が送信されたことに応じて、身体データ取得部１１１が、
最新の身体データを送信するように測定機器２０に要求してもよい。
【００９８】
　ここで、最新の身体データと過去の身体データの統計値との比較は、例えば、以下の数
式によって行われる。
　（変動量）＝｜（最新身体データ）－（平均値）｜／（（分散値）１／２）・・・（１
）
【００９９】
　また、身体データ処理部１１２は、当該患者に関するモニタリングデータ及び選択した
重要データに関する情報を、送信部１３０に送信する。送信部１３０は、当該患者に関す
る重要データを少なくとも含む通知情報を、看護師用端末４０に送信する。また、通知情
報は、看護師を呼び出すための呼び出し信号や、当該重要データに関連する患者に関する
情報を更に含む。更に、通知情報は、モニタリングデータを含んでもよい。また、身体デ
ータ処理部１１２は、送信部１３０にした情報と同一の情報を、表示部１４０に送信して
もよい。
【０１００】
　以下では、図５Ｂを参照して、モニタリングデータに基づいて重要データを選択する処
理について説明する。具体的には、図５Ｂに示すモニタリングデータを例に挙げて、「患
者名」が「遠藤　豆太郎」である患者から呼び出し要求があった場合の重要データの選択
処理について説明する。
【０１０１】
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　まず、患者用端末３０から呼び出し要求が送信され、身体データ処理部１１２が、当該
呼び出し要求と同時に、端末ＩＤ情報として、患者用子機３１０の機器番号である「１０
２－１」を受信したとする。身体データ処理部１１２は、データ記憶部１２０を参照する
ことで、「患者用子機ＩＤ」が「１０２－１」である患者のモニタリングデータを取得し
、「患者用子機ＩＤ」が「１０２－１」である患者が、「患者用ＩＤ」が「１３５７９」
である、「患者名」「遠藤　豆太郎」であることを特定することができる。
【０１０２】
　次に、身体データ処理部１１２は、当該モニタリングデータから、当該「遠藤　豆太郎
」について測定されている身体データである「ＳＰＯ２」、「脈拍数」及び「血圧値」の
各項目について、それぞれの身体データの最新データ及び過去の履歴の統計値（平均値及
び分散値）を取得する。そして、身体データ処理部１１２は、「ＳＰＯ２」、「脈拍数」
及び「血圧値」の各測定項目について、上記式（１）を利用して、最新の身体データが過
去の平均値から最も大きく変動している測定項目及び当該測定項目の最新の身体データを
、重要データとして選択する。ここでは、例えば、測定項目として「ＳＰＯ２」が、その
最新の身体データとして「９０」が、重要データとして選択されたとする。
【０１０３】
　身体データ処理部１１２は、「遠藤　豆太郎」に関するモニタリングデータ及び重要デ
ータに関する情報を、送信部１３０に送信する。ここで、身体データ処理部１１２から送
信部１３０に送信されるモニタリングデータは、最新のモニタリングデータであってよい
。送信部１３０は、「遠藤　豆太郎」に関する重要データを少なくとも含む通知情報を、
看護師用端末４０の看護師用子機４１０に送信する。また、通知情報は、看護師を呼び出
すための呼び出し信号や、当該重要データに関連する患者に関する情報を含む。更に、通
知情報には、「遠藤　豆太郎」に関するモニタリングデータが含まれていてもよい。ここ
で、重要データに関連する患者に関する情報とは、当該重要データに対応する患者を特定
するための情報であり、例えば、上記の例では、「遠藤　豆太郎」に関する患者ＩＤ情報
、患者名、患者用子機３１０の端末ＩＤ情報、病室番号及び／又はベッド番号等に関する
情報が含まれていてよい。
【０１０４】
　看護師用子機４１０は、例えば、ユーザに各種の情報を視覚的に通知するための表示画
面を有しており、受信した通知情報の中から、少なくとも重要データを当該表示画面に表
示してもよい。看護師用子機４１０の表示画面の一例を図６に示す。図６は、看護師用子
機４１０の表示画面の一例を示す概略図である。
【０１０５】
　通知情報が、重要データ及びモニタリングデータを含む場合、看護師用子機４１０は、
受信した重要データ及びモニタリングデータに基づいて、モニタリングデータの中でも、
測定項目「ＳＰＯ２」及びその最新身体データ「９０」が重要データであることを判断す
ることができる。そして、看護師用子機４１０は、図６に示すように、その表示画面に、
例えば、「患者用子機ＩＤ」である「１０２－１」、「患者名」である「遠藤　豆太郎」
及び重要データである「ＳＰＯ２　９０」を表示することができる。このように、モニタ
リングデータの中から抜粋された一部のデータのみを表示することで、看護師用子機４１
０の表示画面のサイズが比較的小さい場合であっても、看護師に必要最低限の情報を伝達
することが可能になる。従って、患者からの呼び出し要求に対して、看護師がより効率的
な対応を取ることが可能になる。
【０１０６】
　ここで、看護師用子機４１０の表示画面に表示される内容は図６に示す例に限定されず
、通知情報に含まれる情報であればどのような情報が表示されてもよい。例えば、看護師
用子機４１０の表示画面のサイズに十分な余裕があれば、受信したモニタリングデータを
全て表示し、重要データに関連する部分を強調表示するようにしてもよい。また、看護師
用子機４１０での操作によって、当該表示画面に、モニタリングデータ全てを表示するか
、又は重要データのみを表示するかを切り替えられるようにしてもよい。また、通知情報
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にモニタリングデータが含まれない場合には、看護師用子機４１０は、通知情報に含まれ
る重要データ及び当該重要データに関連する患者に関する情報に基づいて、どの患者に関
する重要データが送信されてきたのかを判断し、例えば重要データ及び患者名等の患者を
特定できる情報を表示画面に表示してもよい。
【０１０７】
　また、例えば、複数の患者用子機３１０から呼び出し要求があった場合には、看護師用
子機４１０には、複数の通知情報に含まれる複数のモニタリングデータ及び複数の重要デ
ータが送信されてもよい。その場合、看護師用子機４１０での操作によって、複数のモニ
タリングデータ及び複数の重要データの中から、表示画面に表示するモニタリングデータ
及び重要データを選択できるようにしてもよい。また、看護師用子機４１０は、１つの患
者用子機３１０から呼び出し要求があった場合には当該患者用子機３１０に対応するモニ
タリングデータを表示画面に表示し、複数の患者用子機３１０から呼び出し要求があった
場合には当該複数の患者用子機３１０に対応する複数の重要データを、表示画面に表示す
るようにしてもよい。
【０１０８】
　また、上記の説明では、重要データを過去の身体データの統計値（平均値及び分散値）
に基づいて選択する場合について説明したが、重要データの選択方法は、かかる実施例に
限定されない。例えば、身体データの測定項目それぞれの測定データに対して、一般的に
正常であると考えられる範囲（正常範囲）を予め設定しておき、身体データが当該正常範
囲を逸脱した場合に、当該身体データを重要データとして選択するようにしてもよい。こ
こで、正常範囲は、患者の年齢、性別、疾病の種類等を考慮して、例えば医師等によって
適宜設定されてよい。
【０１０９】
　また、上記の説明では、重要データをモニタリングデータから選択する処理について説
明したが、重要データは身体データから選択されればよく、例えば、接触センサ情報や非
接触センサ情報から選択されてもよい。
【０１１０】
　＜４．統合サーバの情報処理手順＞
　次に、本実施形態に係る統合サーバ１０における、各種情報の処理手順について説明す
る。本実施形態においては、統合サーバ１０の情報処理動作は、通常時の情報処理と、呼
び出し時の情報処理とに大別される。ここで、呼び出し時とは、患者用端末３０から送信
された呼び出し要求を統合サーバ１０が受信している状態であり、通常時とは、それ以外
の場合である。以下、統合サーバ１０の通常時の情報処理と、呼び出し時の情報処理につ
いて、順に説明する。
【０１１１】
　　［４．１．通常時の情報処理］
　まず、図７を参照して、本実施形態に係る統合サーバ１０の通常時の情報処理手順につ
いて説明する。図７は、本実施形態に係る統合サーバ１０の通常時の情報処理手順を示す
フロー図である。ここで、身体データ取得部１１１及び身体データ処理部１１２の機能及
び構成に関する説明は、＜２．統合サーバの構成＞及び＜３．身体データ処理部によるデ
ータ処理＞で既に説明しているため、以下の通常時の情報処理手順に関する説明において
は、詳細な説明は省略する。
【０１１２】
　図７を参照すると、まず、ステップＳ５１０において、身体データ取得部１１１が、接
触型センサ、例えば携帯型センサから、患者の身体データ及び測定機器ＩＤ情報を取得す
る。次に、ステップＳ５２０において、身体データ取得部１１１が、非接触型センサ、例
えば電波センサから、患者の身体データ及び測定機器ＩＤ情報を取得する。身体データ取
得部１１１は、取得したこれらの情報を、身体データ処理部１１２に送信する。
【０１１３】
　患者の身体データ及び測定機器ＩＤ情報を受信した身体データ処理部１１２は、接触セ
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ンサ情報及び非接触センサ情報を作成し、更に、当該接触センサ情報及び当該非接触セン
サ情報に基づいて、モニタリングデータを作成する（ステップＳ５３０）。また、身体デ
ータ処理部１１２は、身体データの過去の履歴である履歴情報に基づいて、各測定項目に
ついて、身体データの統計値、例えば平均値及び分散値を算出する（ステップＳ５４０）
。身体データ処理部１１２は作成した接触センサ情報、非接触センサ情報及びモニタリン
グデータ並びに算出した身体データの統計値に関する情報を、データ記憶部１２０に格納
する。
【０１１４】
　通常時においては、これらステップＳ５１０～ステップＳ５４０の処理が繰り返し行わ
れる。ここで、ステップＳ５１０～ステップＳ５４０の処理は、予め決められた所定の周
期で自動的に繰り返し行われてもよいし、ユーザからの指示に応じて所望のタイミングで
行われてもよい。
【０１１５】
　また、図７に示す例においては、ステップＳ５１０において、接触型センサから、患者
の身体データ及び測定機器ＩＤ情報が送信された後に、ステップＳ５２０において、非接
触型センサから、患者の身体データ及び測定機器ＩＤ情報が送信される場合について示し
ているが、当該処理の順番はかかる例に限定されない。ステップＳ５１０とステップＳ５
２０の順番は逆であってもよく、また、ステップＳ５１０の処理及びステップＳ５２０の
処理が同時に行われてもよい。
【０１１６】
　　［４．２．呼び出し時の情報処理］
　次に、図８を参照して、本実施形態に係る統合サーバ１０の呼び出し時の情報処理手順
について説明する。図８は、本実施形態に係る統合サーバ１０の呼び出し時の情報処理手
順を示すフロー図である。ここで、呼び出し要求取得部１１３、呼び出し応答取得部１１
４、送信部１３０及び表示部１４０の機能及び構成に関する説明は、＜２．統合サーバの
構成＞で既に説明しているため、以下の呼び出し時の情報処理手順に関する説明において
は、詳細な説明は省略する。また、身体データ処理部１１２による重要データの選択処理
については、［３．４．重要データの選択］で説明しているため、以下の呼び出し時の情
報処理手順に関する説明においては、詳細な説明は省略する。
【０１１７】
　図８を参照すると、まず、ステップＳ６１０において、統合サーバ１０が患者用端末３
０からの呼び出し要求を受信し、呼び出し要求取得部１１３が、当該呼び出し要求を取得
する。ここで、呼び出し要求取得部１１３は、呼び出し要求と同時に、当該呼び出し要求
を送信した患者用子機３１０の端末ＩＤ情報を取得してもよい。呼び出し要求取得部１１
３は、取得した呼び出し要求及び端末ＩＤ情報を、身体データ処理部１１２及び通話制御
部１１５に送信する。
【０１１８】
　次に、呼び出し要求及び端末ＩＤ情報を受信した身体データ処理部１１２は、データ記
憶部１２０を参照し、当該端末ＩＤ情報に基づいて、呼び出し要求を行った患者に関する
モニタリングデータを取得し、当該モニタリングデータに基づいて、重要データを選択す
る（ステップＳ６２０）。ここで、重要データは、接書センサ情報又は非接触センサ情報
に基づいて選択されてもよい。身体データ処理部１１２は、取得したモニタリングデータ
及び選択した重要データを、送信部１３０に送信する。また、身体データ処理部１１２は
、取得したモニタリングデータ及び選択した重要データを、表示部１４０にも送信する。
【０１１９】
　次に、ステップＳ６３０では、送信部１３０が、重要データを少なくとも含む通知情報
を看護師用端末４０に送信する。ここで、通知情報には、モニタリングデータが含まれて
いてもよい。また、表示部１４０が、モニタリングデータ及び重要データの一部又は全て
を表示する。
【０１２０】
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　通知情報を受信した看護師用子機４１０の表示画面には、例えば図６に示すように、呼
び出し要求を行った患者に関する、患者用子機ＩＤ、患者名及び重要データが表示される
。また、看護師用子機４１０は、ブザー音やアラーム音等の通知音を発することにより、
通知情報を受信した旨を看護師に通知する。看護師用子機４１０を所持している看護師は
、当該表示画面を確認することによって、呼び出し要求を行った患者の様子を把握するこ
とができる。
【０１２１】
　次に、看護師用端末４０は、統合サーバ１０に対して呼び出し応答を送信する。ステッ
プＳ６４０においては、統合サーバ１０が看護師用端末４０からの呼び出し応答を受信し
、呼び出し応答取得部１１４が、当該呼び出し応答を取得する。また、呼び出し応答取得
部１１４は、呼び出し応答と同時に、当該呼び出し応答を送信した看護師用子機４１０を
特定するためのＩＤ情報を取得してもよい。呼び出し応答取得部１１４は、取得した呼び
出し応答及び当該ＩＤ情報を、通話制御部１１５に送信する。
【０１２２】
　ここで、通話制御部１１５は、ステップＳ６１０において、呼び出し要求を送信した患
者用子機３１０の端末ＩＤ情報を取得しており、ステップＳ６４０において、呼び出し応
答を送信した看護師用子機４１０を特定するためのＩＤ情報を取得している。通話制御部
１１５は、これらの情報に基づいて、通話接続部１５０を制御して、呼び出し要求を送信
した患者用子機３１０と、呼び出し応答を送信した看護師用子機４１０とを通話可能に接
続する（ステップＳ６５０）。ここで、通話している患者用子機３１０及び看護師用子機
４１０のいずれかにおける通話終了操作があれば、通話制御部１１５は、通話接続部１５
０を制御して、当該通話経路を遮断し、呼び出し時における一連の情報処理が終了する。
【０１２３】
　ここで、ステップＳ６４０における呼び出し応答は、統合サーバ１０の入力部から入力
されてもよく、呼び出し応答取得部１１４は、統合サーバ１０の入力部から当該呼び出し
応答を取得してもよい。ここで、統合サーバ１０の入力部は、＜２．統合サーバの構成＞
で説明した入力部であってよい。更に、統合サーバ１０の入力部から呼び出し応答が入力
された場合には、通話制御部１１５は、通話接続部１５０を制御して、統合サーバ１０と
、呼び出し要求を送信した患者用子機３１０とを、通話可能に接続してもよい。
【０１２４】
　また、上記の説明では、ステップＳ６２０の重要データの選択処理が呼び出し時の情報
処理に含まれる場合について説明したが、重要データを選択するタイミングは、かかる実
施例に限定されない。例えば、重要データの選択処理は、通常時の情報処理手順の一手順
として組み込まれてもよい。重要データの選択処理が、通常時の情報処理において行われ
る場合、例えば、身体データ処理部１１２は、モニタリングデータを更新する度に重要デ
ータを選択してもよい。身体データ処理部１１２がモニタリングデータを更新する度に重
要データを選択する場合、患者からの呼び出し要求に対して、改めて重要データを選択す
る手間を省くことができ、より素早く看護師用端末４０に通知情報を送信することができ
る。
【０１２５】
　＜５．統合サーバのハードウェア構成＞
　次に、図９を参照しながら、本発明の実施形態に係る統合サーバ１０のハードウェア構
成について、詳細に説明する。図９は、本発明の実施形態に係る統合サーバ１０のハード
ウェア構成を説明するためのブロック図である。
【０１２６】
　統合サーバ１０は、主に、ＣＰＵ９０１と、ＲＯＭ９０３と、ＲＡＭ９０５と、を備え
る。また、統合サーバ１０は、更に、バス９０７と、入力装置９０９と、出力装置９１１
と、ストレージ装置９１３と、通信装置９１５と、ドライブ９１７と、接続ポート９１９
と、を備える。
【０１２７】
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　ＣＰＵ９０１は、演算処理装置および制御装置として機能し、ＲＯＭ９０３、ＲＡＭ９
０５、ストレージ装置９１３、またはリムーバブル記録媒体９２１に記録された各種プロ
グラムに従って、統合サーバ１０内の動作全般またはその一部を制御する。ＣＰＵ９０１
は、本実施形態においては、例えば制御部１１０に相当するものである。ＲＯＭ９０３は
、ＣＰＵ９０１が使用するプログラムや演算パラメータ等を記憶する。ＲＡＭ９０５は、
ＣＰＵ９０１が使用するプログラムや、プログラムの実行において適宜変化するパラメー
タ等を一次記憶する。これらはＣＰＵバス等の内部バスにより構成されるバス９０７によ
り相互に接続されている。
【０１２８】
　バス９０７は、ブリッジを介して、ＰＣＩ（Ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ　Ｃｏｍｐｏｎｅｎ
ｔ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ／Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）バスなどの外部バスに接続されて
いる。
【０１２９】
　入力装置９０９は、例えば、マウス、キーボード、タッチパネル、ボタン、スイッチ及
びレバー等、ユーザが操作する操作手段である。また、入力装置９０９は、例えば、赤外
線やその他の電波を利用したリモートコントロール手段（いわゆる、リモコン）であって
もよいし、統合サーバ１０の操作に対応したＰＤＡ等の外部接続機器９２５であってもよ
い。さらに、入力装置９０９は、例えば、上記の操作手段を用いてユーザにより入力され
た情報に基づいて入力信号を生成し、ＣＰＵ９０１に出力する入力制御回路などから構成
されている。統合サーバ１０のユーザは、この入力装置９０９を操作することにより、統
合サーバ１０に対して各種のデータを入力したり処理動作を指示したりすることができる
。入力装置９０９は、例えば、本実施形態においては、＜２．統合サーバの構成＞で説明
した入力部に相当する。また、入力装置９０９は、＜２．統合サーバの構成＞で説明した
音声入力部を含んでもよい。
【０１３０】
　出力装置９１１は、取得した情報をユーザに対して視覚的又は聴覚的に通知することが
可能な装置で構成される。このような装置として、ＣＲＴディスプレイ装置、液晶ディス
プレイ装置、プラズマディスプレイ装置、ＥＬディスプレイ装置及びランプ等の表示装置
や、スピーカ及びヘッドホン等の音声出力装置や、プリンタ装置、携帯電話、ファクシミ
リ等がある。出力装置９１１は、例えば、統合サーバ１０が行った各種処理により得られ
た結果を出力する。具体的には、表示装置は、統合サーバ１０が行った各種処理により得
られた結果を、テキスト又はイメージで表示するものであり、本実施形態においては、例
えば表示部１４０に相当する。他方、音声出力装置は、再生された音声データや音響デー
タ等からなるオーディオ信号をアナログ信号に変換して出力するものであり、例えば、本
実施形態においては、＜２．統合サーバの構成＞で説明した通知音出力部や音声出力部に
相当する。
【０１３１】
　ストレージ装置９１３は、統合サーバ１０の記憶部の一例として構成されたデータ格納
用の装置であり、本実施形態においては、例えばデータ記憶部１２０に相当するものであ
る。ストレージ装置９１３は、例えば、ＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ）等の
磁気記憶部デバイス、半導体記憶デバイス、光記憶デバイス又は光磁気記憶デバイス等に
より構成される。このストレージ装置９１３は、ＣＰＵ９０１が実行するプログラムや各
種データ及び外部から取得した各種のデータ等を格納する。
【０１３２】
　通信装置９１５は、例えば、通信網（ネットワーク）９２１に接続するための通信デバ
イス等で構成された通信インターフェースである。通信装置９１５は、例えば、有線又は
無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標
）、またはＷＵＳＢ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ＵＳＢ）用の通信カード等である。また、通信
装置９１５は、光通信用のルータ、ＡＤＳＬ（Ａｓｙｍｍｅｔｒｉｃ　Ｄｉｇｉｔａｌ　
Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｌｉｎｅ）用のルータ又は各種通信用のモデム等であってもよい
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。この通信装置９１５は、例えば、インターネットや他の通信機器との間で、例えばＴＣ
Ｐ／ＩＰ等の所定のプロトコルに則して信号等を送受信することができる。また、通信装
置９１５に接続される通信網９２１は、有線又は無線によって接続されたネットワーク等
により構成され、例えば、インターネット、家庭内ＬＡＮ、赤外線通信、ラジオ波通信又
は衛星通信等であってもよい。図２では明示しなかったが、本実施形態においては、統合
サーバ１０、測定機器２０、患者用端末３０及び看護師用端末４０が、互いに通信網９２
１を介して互いに通信可能に接続されていてもよく、また、統合サーバ１０は、通信装置
９１５を介して、測定機器２０、患者用端末３０及び看護師用端末４０と各種情報の送受
信を行ってもよい。つまり、通信装置９１５は、本実施例における送信部１３０を含んで
もよい。
【０１３３】
　また、図２では明示しなかったが、本実施形態に係る統合サーバ１０は、ドライブ９１
７及び接続ポート９１９を更に備えてもよい。
【０１３４】
　ドライブ９１７は、記録媒体用リーダライタであり、統合サーバ１０に内蔵、あるいは
外付けされる。ドライブ９１７は、装着されている磁気ディスク、光ディスク、光磁気デ
ィスク又は半導体メモリ等のリムーバブル記録媒体９２３に記録されている情報を読み出
して、ＲＡＭ９０５に出力する。また、ドライブ９１７は、装着されている磁気ディスク
、光ディスク、光磁気ディスク又は半導体メモリ等のリムーバブル記録媒体９２３に記録
を書き込むことも可能である。リムーバブル記録媒体９２３は、例えば、ＣＤメディア、
ＤＶＤメディア、Ｂｌｕ－ｒａｙメディア等である。また、リムーバブル記録媒体９２３
は、コンパクトフラッシュ（登録商標）（ＣｏｍｐａｃｔＦｌａｓｈ：ＣＦ）、フラッシ
ュメモリ又はＳＤメモリカード（Ｓｅｃｕｒｅ　Ｄｉｇｉｔａｌ　ｍｅｍｏｒｙ　ｃａｒ
ｄ）等であってもよい。また、リムーバブル記録媒体９２３は、例えば、非接触型ＩＣチ
ップを搭載したＩＣカード（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ　ｃａｒｄ）又は電
子機器等であってもよい。
【０１３５】
　接続ポート９１９は、機器を統合サーバ１０に直接接続するためのポートである。接続
ポート９１９の一例として、ＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）ポー
ト、ＩＥＥＥ１３９４ポート、ＳＣＳＩ（Ｓｍａｌｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ｓｙｓｔｅｍ
　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）ポート、ＲＳ－２３２Ｃポート等がある。この接続ポート９１９
に外部接続機器９２５を接続することで、統合サーバ１０は、外部接続機器９２５から直
接各種のデータを取得したり、外部接続機器９２５に各種のデータを提供したりする。こ
こで、外部接続機器９２５の種類は特に限定されず、接続ポート９１９には、あらゆる種
類の機器が接続されてよい。
【０１３６】
　以上、本発明の実施形態に係る統合サーバ１０の機能を実現可能なハードウェア構成の
一例を示した。上記の各構成要素は、汎用的な部材を用いて構成されていてもよいし、各
構成要素の機能に特化した部材により構成されていてもよい。従って、本実施形態を実施
する時々の技術レベルに応じて、適宜、利用するハードウェア構成を変更することが可能
である。
【０１３７】
　なお、上述のような本実施形態に係る統合サーバ１０の各機能を実現するためのコンピ
ュータプログラムを作製し、パーソナルコンピュータ等に実装することが可能である。ま
た、このようなコンピュータプログラムが格納された、コンピュータで読み取り可能な記
録媒体も提供することができる。記録媒体は、例えば、磁気ディスク、光ディスク、光磁
気ディスク、フラッシュメモリ等である。また、上記のコンピュータプログラムは、記録
媒体を用いずに、例えばネットワークを介して配信されてもよい。
【０１３８】
　＜６．まとめ＞
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　以上説明したように、本実施形態に係る情報処理装置（統合サーバ）、ナースコールシ
ステム、ナースコール方法及びプログラムによれば、以下の効果を得ることができる。
【０１３９】
　本実施形態に係る情報処理装置（統合サーバ）、ナースコールシステム、ナースコール
方法及びプログラムによれば、身体データ取得部によって患者の身体データが取得される
。また、身体データ処理部によって、身体データの中から少なくとも１つの重要データが
選択される。更に、送信部が、患者用子機からの呼び出し要求に応じて、重要データを少
なくとも含む通知情報を、看護師用子機に送信する。従って、患者からの呼び出し要求が
あった場合に、看護師が、呼び出し応答を送信する前に、患者の重要データをすぐに確認
することができる。よって、患者からの呼び出し要求に対して、看護師がより効率的な対
応を取ることが可能になる。
【０１４０】
　また、身体データ処理部によってモニタリングデータが作成され、送信部が、通知情報
として、重要データ及びモニタリングデータを看護師用子機に送信してもよい。従って、
患者からの呼び出し応答があった場合に、看護師が、重要データだけではなく、患者の他
の身体データについても確認することができる。よって、患者からの呼び出し要求に対し
て、看護師が患者の状態をより詳しく把握することが可能になる。
【０１４１】
　また、本実施形態に係る情報処理装置（統合サーバ）、ナースコールシステム、ナース
コール方法及びプログラムにおいては、身体データ処理部によって重要データが選択され
ているため、例えば、看護師用子機の表示画面が患者の全モニタリングデータを表示する
ために十分な大きさを有しない場合には、重要データのみを当該表示画面に表示すること
ができる。また、看護師用子機での操作によって、表示画面に、モニタリングデータ全て
を表示するか、又は重要データのみを表示するかを切り替えることができる。従って、看
護師用端末の表示画面の大きさに応じて表示する情報を切り替えることにより、看護師は
、当該表示画面を有効に活用することができ、患者に関する情報を効率的に得ることがで
きる。
【０１４２】
　また、本実施形態に係る情報処理装置（統合サーバ）、ナースコールシステム、ナース
コール方法及びプログラムにおいては、身体データ処理部によって作成されたモニタリン
グデータ及び身体データ処理部によって選択された重要データが、看護師用端末及び統合
サーバの表示部の両方に送信されてよい。更に、看護師用端末及び統合サーバの入力部の
両方から、呼び出し応答を送信、入力することができる。従って、巡回中の看護師及びナ
ースステーションに待機中の看護師のうち、より早く対応可能な看護師が呼び出し応答を
送信することができるため、患者の呼び出し要求に対してより効率的な対応を取ることが
可能になる。
【０１４３】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
発明はかかる例に限定されない。本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する
者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例ま
たは修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本発明の技術的
範囲に属するものと了解される。
【０１４４】
　例えば、上記実施形態では、１つのモニタリングデータに対して、重要データを１つだ
け選択していたが、本発明はかかる実施例に限定されない。例えば、最新の身体データの
平均値からの変動量に基づいて重要データを選択する場合、当該変動量に応じて重要度を
設定し、重要度の高い順に複数の重要データを選択してもよい。また、選択した複数の重
要データについては、その重要度の高い順に、看護師用端末の端末表示部に優先的に表示
されるようにしてもよい。
【０１４５】
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　また、身体データ処理部における重要データの選択処理において、重要データを選択で
きない場合には、重要データ及びモニタリングデータのうち、モニタリングデータのみが
通知情報として看護師用端末に送信されてもよい。ここで、重要データを選択できない場
合とは、例えば、最新の身体データの平均値からの変動量に基づいて重要データを選択す
る場合において、変動量の大きい身体データが存在しなかった場合である。
【０１４６】
　また、呼び出し要求を行った患者に対する身体データが１つの測定項目についてしか存
在しない場合には、統計値等の計算が行われずに当該身体データが重要データとして選択
されてもよいし、重要データの選択が行われずに重要データ及びモニタリングデータのう
ち、モニタリングデータのみが通知情報として看護師用端末に送信されてもよい。
【符号の説明】
【０１４７】
　１　　ナースコールシステム
　１０　　統合サーバ
　２０　　測定機器
　３０　　患者用端末
　４０　　看護師用端末
　１１０　　制御部
　１１１　　身体データ取得部
　１１２　　身体データ処理部
　１１３　　呼び出し要求取得部
　１１４　　呼び出し要求応答部
　１１５　　通話制御部
　１２０　　データ記憶部
　１３０　　送信部
　１４０　　表示部
　１５０　　通話接続部
　２１０　　接触センサ
　２２０　　非接触センサ
　３１０　　患者用子機
　４１０　　看護師用子機
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